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国内航空旅客数の推移その他

中部または名古屋（羽田便除く）

関空または伊丹（羽田便除く）

羽田

我が国の国内航空旅客輸送の動向

⚫ 我が国の国内航空旅客数は、2008年のリーマン・ショック等による世界的な景気後退、2011年の東日本大震災の影響を受け
減少傾向であったが、その後のLCC参入等により増加に転じ、2017年度に１億人を突破した。

⚫ 2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客数が大幅に減少したが、2021年度以降回復に転じ、2023年度、
2024年度と続けて過去最多を記録した。

2024年度
旅客数合計 10,876万人

羽田空港

関西空港
伊丹空港

中部空港
名古屋空港

その他

※航空輸送統計年報から作成

2000年度→2019年度
年約0.5％増

1975年度→2000年度
年約10.4％増
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※空港管理状況調書（国土交通省航空局）から作成

1975年度→2000年度
年約20.8％増

2000年度→2010年度
年約0.5％増

2010年度→2018年度
年約8.7％増

⚫ 我が国の国際航空旅客数は、2001年の米同時多発テロ、2003年のイラク戦争、SARS、2008年のリーマン・ショック、2011年
の東日本大震災の発生ごとに一時的な落ち込みが見られたが、近年においては、LCCの参入や訪日外国人旅行者の増加等によ
り増大しており、2018年度に１億人を突破した。

⚫ 2020年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により旅客数は大幅に減少したが、2021年度以降回復に転じ、2024年度に
は過去最多を記録した。

2024年度
旅客数合計 10,707万人



日本における航空機の交通量 （2024年）

有視界飛行方式で飛行する航空機数(機数／日）

機数／日 約 ６７０機

国際線の方面別内訳 ヨーロッパ、ロシア方面

約 ６０ 機／日

中国 (北京、大連 等）、韓国、

中東 方面

約 ４５０ 機／日

中国 (上海、広州 等）、インド
方面

約 ３００機／日

台湾、香港 等方面

約 ３４０機／日

グアム、オーストラリア 等方面

約 ５０ 機／日

ハワイ方面

約 ３０機／日

東南アジア方面

約 ２２０機／日

北米 （サンフランシスコ 、ロサンゼルス 等）方面

約５０機／日

北米 （アンカレッジ 、 北米東海岸 、

カナダ等）方面

約 ９０ 機／日

A593 等

G585 等

A590 等A1 等

PACOTS
（TRACK11 等）

A597 等

R211 等

PACOTS等
（TRACK1 等）

NOPAC経路

計器飛行方式で飛行する航空機数（機数／日）

国内線 国際線 FIR通過

機数／日 約 ２，３１０ 約 １，６００ 約 ８２０

データ：２０２４年８月の１ヶ月分の飛行計画より算出した１日
平均機数。（軍用機は含まない）

PACOTS ： Pacific Organized Track System
(太平洋上において、気象状況を考慮して日毎に設定される

可変経路）

NOPAC経路 ： North Pacific経路



日本（福岡FIR）の航空需要（予測）について

※ 将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（CARATS2040）から引用
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※当該取扱機数は、各管制機関において取り扱った航空機の数である。

空港取扱機数（管制）

リーマンショック

羽田D滑走路
運用開始

東日本大震災

羽田
44.7万回対応

成田
30万回対応

COVID-19



航空管制延べ取扱機数と航空管制官等定員の推移
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※ 「航空管制延べ取扱機数」とは、各管制機関において取り扱った航空機の数である。
※ 「航空管制延べ取扱機数」は暦年のデータ、「航空管制官等定員数」は年度末の定員数である。
※  平成28年以前の「交通管制機械業務定員数」は、航空局機械職の全体定員数である。
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国内管制空域 上下分離による航空路の容量拡大

【現行セクター構成】

【上下分離イメージ】
空域構成と上下分離

⚫ 西日本の低高度空域の管制
を行う予定の神戸管制部を
2018年10月に設立。

⚫ 西日本空域の上下分離を
2022年2月に完了。

⚫ 2023年から東日本空域の上
下分離を実施、2024年10月
に3管制部体制に移行。

⚫ 2025年3月までに全ての国内
管制空域の上下分離を実施。

【現行セクター構成】

空域再編実施時期

✓ 将来の交通需要の増加に対応するため、従来とは異なる、
空域の上下分離により処理容量を拡大

✓ 巡航機が中心の高高度と近距離便・上昇降下機が中心
の低高度に空域を分離することにより処理効率を向上

→管制業務の役割を明確に分担することにより、管
制処理能力を向上

✓ 従来はセクターの細分化によって１セクター当たりの処理機
数を減らすことにより処理能力を向上。

✓ しかし、これ以上の細分化を実施すると、セクター間の引き
継ぎの手間が増加し、悪天回避や、航空機の順番整序のた
めの迂回スペースが足りなくなり、逆に処理能力が低下。

神戸管制部
福岡管制部

東京管制部
札幌管制部

西日本低高度
（神戸管制部）

西日本・北日本高高度
（福岡管制部）

東京管制部
西日本低高度
（神戸管制部）

高高度（福岡管制部）

東日本低高度
（東京管制部）

東日本上下分離
（2025年3月完了）

3管制部体制に移行
（2024年10月）

上下分離前

西日本低高度
（神戸管制部）

西日本高高度
（福岡管制部）

東京管制部
札幌管制部

西日本上下分離
（2022年2月完了）



＜関西3空港全体＞
・ 年間50万回の容量確保

（2030年前後）

関西空域の飛行経路の見直しによる機能強化

⚫ 第14回関西３空港懇談会（2024年７月15日）において、３空港全体で2030年前後を目途に年間50万回の容
量確保等を目的とした新飛行経路案について地元として合意。2025年3月より新飛行経路の運用を開始。

新飛行経路概要

 機能強化概要

＜関西空港＞
・ 年間発着回数30万回
・ １時間当たりの処理能力：45回→60回

＜神戸空港＞
・ 国内線 1日の最大発着回数：80回→120回
・ 国際線 チャーター便解禁

  定期便40回/日（2030年前後）

⚫ 大阪湾内の空域のひっ迫を解消するため、離陸後直ちに分岐し、各方面へ直進する経路を設定するとともに、需要が
増大する西・南西方面の飛行経路を複線化することなどにより、関西、神戸両空港の発着容量を拡大。

※黄色着色矢印線は新設する陸上経路 ※●は陸上通過高度が変更となる地点

現在（北風時）見直し前（北風時）
     【機密性２】  

発出元 → 発出先  作成日_作成担当課_用途_保存期間  

 

※作図の関係上、若干の誤差がある 

【飛行経路の陸上通過高度】 

関西空港 出発 8000 ｆ ｔ以上 

     到着 8000 ｆ ｔ以上 

※日中帯の主な飛行経路を記載 

作図の関係上、若干の誤差がある 
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欧米等の諸外国と連携し、国際的な相互運用性を確保

「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン」の策定

Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems

将来システムに関する国際動向

CARATSの背景・目的

目標年次を延長
2025年⇒2045年

目標年次を延長
2025年⇒2040年

※航空機の軌跡図

（欧州） （米国）

アフリカ

中南米

アジア/太平洋

年平均 3.9%

年平均 3.3%

年平均 3.5%

年平均 3.4%

中東

年平均 3.4%

1,975

4,607ヨーロッパ

3,594

2,903

774

1,854

年平均 3.6%

180 414

4,335
1,923

北アメリカ

1,057
4422019年

旅客輸送量

2044年
旅客輸送量

2020→2044
年平均成長率

出典：（一財）日本航空機開発協会データより国土交通省作成

（単位：10億人キロ）

〇 ICAO ：グローバルATM運用構想を策定し、航空
交通システムの変革を推進。

〇 欧米  ：ICAOの構想に準拠し、米国はNextGEN、
欧州はSESARをそれぞれ策定。

国際航空輸送等

〇 需要増大等に対応するためには能力増強が不可欠。
〇 今後の航空旅客輸送量は、アジア・太平洋地域中心に増加。
〇 第41回ICAO総会(2022年10月)で以下を決議。
➤2050年までのカーボンニュートラルを目指す脱炭素化長期
目標を採択



CARATS2040の概要

目標及び指標の設定

目指すべき未来像

今後の取組の方向性

今後の取組の進め方

○産・学・官の役割分担と連携 ○施策の立案・推進・評価・見直し

○航空需要の増大、脱炭素化に向けた社会要請の高まり、デジタル技術の進化等の状況変化に的
確に対応し、軌道ベース運用（ＴＢＯ）や持続可能な航空輸送の実現を目指すとともに、空域の有効
活用やレジリエンスの強化に取り組み、国際的な連携・協力の下、安全を最優先に利便性の高い
持続可能な航空交通システムを構築。

安全・安心

利便性

運航効率・環境

空域利用

安定性・信頼性

国際

安全・安心対策の強化

航空機の最適な運航のた
めの軌道ベース運用(TBO)
の実現

レジリエンスの強化

国際連携の強化と海外展開の促進持続可能な航空輸送の実現

航空モビリティの多様化にも対応し
た空域の有効活用

CARATS2040 ～革新的な航空交通システムへの挑戦～

○ロードマップ

令和7年6月24日策定



CARATS2040に基づく取組例

安全・安心対策の強化

• AI等のデジタル技術を活用したヒューマンエラーの検知、航空機の自動誘導等により、滑
走路上の安全性を向上

先進型地上走行誘導管制
システム（A-SMGCS）

音声認識技術の活用

航空機等の監視・経路作成・誘導機能
により、地上走行の安全性を向上
①監視機能
②経路作成機能

③誘導機能

ターミナルビル

滑走路
出発機
（CAB001）

到着機

管制塔

管制官の指示
CAB001, hold short of 
RWY XX at T-1

ATC
CAB001, hold short 
of RWY XX at T-1
Read back
RWY XX line up and 
wait

パイロットの復唱の
誤りを検出し、ア
ラートを表示

パイロットの復唱
RWY XX line up and 
wait

マルチラテレーション等

滑走路誤進入検知システム
（SURF-A）

出発機
到着機

滑走路
誤進入発生

①滑走路に進入した機体を
検知

②コクピットのディスプレ
イに表示、音声で警報



CARATS2040に基づく取組例

• 航空機の出発から到着までの軌道をリアルタイムで時間管理し、円滑で効率的な運航を実現

航空機の最適な運航のための軌道ベース運用（TBO）の実現

人工衛星

管制塔

航空路管制
航空会社
（運航管理者）

管制塔

・高度な気象予測等をもとに関係者間で調整した最適な軌道を飛行
・気象情報等をリアルタイムで共有し、最適な軌道へ変更
・全ての航空機の軌道を出発から到着まで時間管理し、空域混雑を改善・緩和

通過時刻等をリア
ルタイムで更新

人工衛星

ターミナルレーダー

航空路監視レーダー VHF無線施設

気象レーダー

気象情報及び他機の軌道情報
を基に、最適な軌道を選択

衛星信号
監視施設

地上無線施設
（VOR/DME）

デジタル通信
（航空機、装置、システム等を

IPネットワークで接続）

気象情報を基に、
最適な軌道を選択

悪天の発生



CARATS2040に基づく取組例

• 短期的には、航空モビリティの種別に応じて使用する空域を分離した運用を導入
• 中長期的には、既存航空機と新たな航空モビリティが安全に共存する統合的な空域運用に移行

航空モビリティの多様化にも対応した空域の有効活用

空飛ぶクルマによる
都市内移動

空飛ぶクルマによる
空港アクセス

空飛ぶクルマによる
離島間移動

空飛ぶクルマ
による遊覧飛行

空飛ぶクルマによる
救急医療搬送

空飛ぶクルマによる
災害時物資輸送

ドローンによる
小口配送・宅配

ドローンによる
河川・送電線点検

HAPSによる
通信サービス

サブオービタル
による宇宙旅行

空飛ぶクルマに
よる都市間移動

従来機による長距離移動・大量輸送

宇宙往還機
による宇宙輸送

既存航空機と新たな航空モビリティの共存



Ⅰ 航空需要の増大と管制取扱量の増大

Ⅲ 将来の航空交通システムに関する長期ビジョン

Ⅱ 空域再編後のレビュー

Ⅳ 次世代航空モビリティ

Ⅵ 羽田空港航空機衝突事故を踏まえた安全・安心対策

Ⅴ 管制分野における海外協力



空飛ぶクルマとは

⚫ 「空飛ぶクルマ」は、電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現され
る、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段。

⚫ 都市部での送迎サービス、離島や山間部での移動手段、災害時の救急搬送などの活用が期待される。

⚫ 諸外国では、 eVTOL（ Electric Vertical Take-Off and Landing aircraft）や AAM（ Advanced Air
Mobility）/UAM（Urban Air Mobility）とも呼ばれ、新たなモビリティとして欧米企業を中心に型式証
明取得に向けた活動が進んでおり、航空局としても各国航空当局との連携を図っているところ。

⚫ 空飛ぶクルマの実現に向けた「空の移動革命に向けたロードマップ」に基づき、2025年の大阪・関西万
博における運航を実現するため、2023年度末までに機体の安全性、操縦者の免許、離着陸場等に関する
制度整備及び2024年度末までに交通管理を行う体制整備が完了。

垂直
離着陸

自動
（操縦）

電動
部品点数：少ない → 整備費用：安い
騒 音：小さい
自動飛行との親和性：高い

操縦士：なし → 運航費用：安い

ヘリコプターとの比較

開発中の機体例

離着陸場所の自由度：高い

※将来的なイメージ

空飛ぶクルマ（eVTOL）の特徴

Joby Aviation社（米国）/ JAS4-1SkyDrive社（日本）/SD-05型

Vertical Aerospace社（英国）/ VA1-100 Archer Aviation社（米国）/ M001

※機体の写真は公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会公表資料より引用

※ 日常的な移動手段として利用するイメージで「クルマ」と称しているが、航空法上の航空機に該当し、必ずしも道路を走行する機能を有していない。



空飛ぶクルマの検討体制

空の移動革命に向けた官民協議会
（2018.8.29.～）

実務者会合
（2020.8.27.～）

機体の安全基準ＷＧ

技能証明ＷＧ

運航安全基準ＷＧ

ユースケース検討会 ・想定される主たるユースケースの整理 等

・機体の安全性に関する基準の検討

・操縦者のライセンス等に関する基準の検討 等

・空飛ぶクルマの運航方法、飛行高度、空域の検討 等

大阪・関西万博×空飛ぶクルマ実装タスクフォース ・大阪・関西万博での空飛ぶクルマ飛行実現に向けた検討

事業制度WＧ ・空飛ぶクルマによる航空運送事業に係る基準の検討 等

離着陸場ＷＧ ・空飛ぶクルマの離着陸場設置に関する事項の検討 等

・自律飛行等にかかるグランドデザインの検討自律飛行等ＳＧ

小型無操縦者航空機タスクフォース
・小型の無操縦者航空機による山間地や災害時における貨物輸送
等の実現に向け、横断的な検討

交通管理タスクフォース ・空飛ぶクルマの交通管理に特化した検討

官：国土交通省、経済産業省、ほか関係府省庁
民：有識者、機体メーカー（SkyDrive, Joby Aviation等）、 サービスサプライヤーなど（役員クラス）

官：国土交通省、経済産業省、ほか関係府省庁
民：有識者、機体メーカー、サービスサプライヤーなど（実務者クラス）
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試験飛行から商用運航の開始

試験飛行・実証実験等

環
境
整
備

利
活
用

空の移動革命に向けたロードマップ
このロードマップは、いわゆる“空飛ぶクルマ”、電動・垂直離着陸型・自動操縦の航空機などによる身近で手軽な空の移動手段の実現が、
都市や地方における課題の解決につながる可能性に着目し、官民が取り組んでいくべき技術開発や制度整備等についてまとめたものである。2022年3月18日 空の移動革命に向けた官民協議会

技
術
開
発

機体の安全性の
基準整備

離
着
陸
場

商用運航の拡大 サービスエリア、路線・便数の拡大

日
常
生
活
に
お
け
る
自
由
な
空
の
移
動
と
い
う
新
た
な
価
値
提
供
と
社
会
課
題
解
決
の
実
現

離島・山岳の荷物輸送 → 都市部での荷物輸送 → 輸送網の拡大物の移動

地方：観光・二次交通 → 域内交通・離島交通 → 地方都市間交通への拡大人の移動

社会受容性

都市：二次交通 → 都市内・都市間交通 → 都市圏交通への拡大(ネットワーク化)

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2020年代後半 2030年代以降

基準整備 (座席数9席以下、操縦者の搭
乗有り・無し)

需要に応じた多様な機体の基準整備
(自律飛行 等)

技術動向等に応じた制度の見直し

空域・運航
運航安全に関する基準のガイドライン(荷物
輸送、万博における旅客輸送等を想定)

高度な運航に対応したガイドライン改訂
(自律飛行、高密度化等への対応)

技術動向等に応じた制度の見直し

事業の
制度整備

航空運送事業の基準整備(荷物輸送、万
博における旅客輸送等を想定)

高度な事業に対応した基準・制度整備
(操縦者の搭乗しない旅客輸送 等)

利活用の動向等に応じた制度の見直し

既存空港等・場外離着陸場の要件整理

国際標準に沿った空飛ぶクルマ専用離着陸場の基準整備

課題整理
・ 建物屋上への設置
・ 屋上緊急離着陸場等
の活用可否の整理

・ 市街地等への設置 等

環境整備
・ 建物屋上設置 
の基準整備

・ 環境アセスメント
方法の整備 等

既存制度に基づく空港等・場外離着陸場の利用

空飛ぶクルマ専用離着陸場の利用

建物屋上への設置 （既存の建物屋上の利用 → 新規建設・設置）

建物の建設計画、都市計画、地域計画等への反映

市街地への展開の本格化

ビジネス波及 航空関連事業 ポート設置・運営、不動産、保険、観光、MaaS、医療、新たなビジネス等

実証地域での住民理解の獲得 万博を通じた認知度向上 受益者の増加、社会課題解決等を通じた受容性向上

安全性・信頼性

運航管理

電動推進等

安全性・信頼性の確保、機体・部品の性能評価手法の開発 安全性・信頼性の更なる向上、低コスト化

航空機・ドローン・空飛ぶクルマの空域共有技術の開発

悪気象条件・高密度・自律運航等に対応した基礎的な通信・航法・監視技術の開発

モーター・バッテリー・ハイブリッド・水素燃料電池・騒音低減技術等の要素技術開発

本格的な空飛ぶクルマの高度な運航を実現する運航管理技術の開発

救急：医師派遣 → 患者搬送

制度
整備

社会実
装のため
の環境整

備

技能証明の
基準整備

操縦者・整備者の基準整備
(遠隔操縦を含む)

多様な機体に対応した制度整備 技術動向等に応じた制度の見直し

利活用の動向等に応じた制度の見直し

自家用運航
の開始

機
体
多
様
化
・
自
律
化
・
高
密
度
化
・

就
航
率
向
上
等
へ
の
対
応

試験環境 福島ロボットテストフィールドの試験飛行拠点としての活用・整備、研究・人材育成等の機能拡充

低高度における安全・円滑な航空交通のための体制整備
（万博における空飛ぶクルマに対する空域管理 等）

運航拡大に対応した
体制整備

大
阪
・
関
西
万
博



大阪・関西万博後の社会実装の実現
イメージ（案）

第11回空の移動革命に向けた官民協議会（令和7年8月28日）

【参考】大阪・関西万博後の社会実装の実現イメージ



大阪・関西万博において航空局が実施した交通管理

バーティポート バーティポート

空域・ルートの周知

⚫ 他のVFR機との状況認
識向上を図るため、
バーティポート空域
やUAMルート等を航空
路誌補足版で周知。

⚫ バーティポート及び
無線等の施設情報を
ノータムで周知。

情報提供
（離着陸手順）

⚫ 夢洲周辺やUAMルート
を飛行する空飛ぶク
ルマやVFR機に対して、
運航に必要な情報
（離着陸場、周辺の
航空交通、気象等）
を無線電話により提
供。

⚫ 空飛ぶクルマの離着
陸の手順を検討。

モニタリング
“Conformance Monitoring”

⚫ 飛行計画どおり運航し
ているか（他の空域へ
の接近や到着予定時刻
の乖離等の確認）モニ
タリング。

⚫ ADS-Bの位置情報を活
用した実証。

飛行計画の調整
“Strategic Deconflict”

⚫ 離着陸競合や空中待
機を予防するため、
出発時刻等の飛行計
画をあらかじめ調整。

⚫ 詳細な飛行計画を通
報。

情報共有

⚫ 運航情報、航空情報及び気象情報等を関係者間の状況認識向上のため共有。



ATM/UATM/UTMの情報交換

空飛ぶクルマの運用概念
（ConOps for AAM）

低高度空域における安全な交通管理を実現するため、以下システム間の情報交換が
必要

① 既存の有人機の航空交通管理システム（ATM）
② 空飛ぶクルマの運航をサポートする交通管理システム（UATM）
③ ドローンの運航管理システム（UTM）

次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト（ReAMoプロジェクト）による「低高度
空域共有に向けた運航管理技術の研究開発」とも歩調を合わせた検討を進める。

ATM、UATM、UTM間の連携

空飛ぶクルマの交通管理システム
（UATM）

ドローンの運航管理システム
（UTM）

情報交換
（Information Exchange）

その他の情報
（Supplemental Data Service）

航空交通管理システム
（ATM）



Ⅰ 航空需要の増大と管制取扱量の増大

Ⅲ 将来の航空交通システムに関する長期ビジョン

Ⅱ 空域再編後のレビュー

Ⅳ 次世代航空モビリティ

Ⅵ 羽田空港航空機衝突事故を踏まえた安全・安心対策

Ⅴ 管制分野における海外協力



【ネパール技術協力プロジェクト】

「トリブバン国際空港飛行処理能力強化のための航空

管制業務改善プロジェクト」実施中

※航空局から1名航空管制技術官を長期派遣中

＜凡例＞

JICAプロジェクト

日ASEAN交通連携プロジェクト

【日ASEAN交通連携プロジェクト】

「ASEAN地域へのGNSS教育訓練プロジェクト（GNSS 

Implementation Plan Training in ASEAN （GIPTA）2.0）」

実施中

【マラウィ技術協力プロジェクト】

「空港維持管理能力強化プロジェクト」

実施中

【モザンビーク無償資金協力】

「航空管制・空港保安等関連機材供

与」実施中

【技術協力プロジェクト（策定中）】

「航空交通サービス能力向上プロジェ

クト」

【フィジー無償資金協力】

「主要空港航空安全設備整備計画」

実施中

令和7年4月現在

管制分野における海外協力

【タジキスタン技術協力プロジェクト】

「性能準拠型航法導入に係る能力開発プロ

ジェクト」2020年4月～2025年3月



【背景】

2008年ICAOの安全監査において、旧ソ連時代のマ

ニュアルやガイドラインが国際基準に適合しない点が指

摘され、国際基準に準拠した航空管制研修の実施につ

いて勧告を受けた。

【勧告後の対応】

・「航空管制能力強化プロジェクト」（2016～2018）

航空管制業務マニュアルの改善等の航空管制業務

に係る能力強化を実施。

・PBN導入計画「PBN Implementation Plan for the 

Period of 2017 to 2022」の策定

※ Performance Based Navigation (PBN) ：性能準拠型航法

タジキスタン国JICA技術協力プロジェクト

目標

タジキスタン国性能準拠型航法導入に係る能力開発プロジェクト

タジキスタン空域における航空機運航の効率性

と安全性を向上させるため、以下の技術協力を

実施する。

〇 性能準拠型航法による飛行方式を整備する

能力の開発

2020 2021 2022 2023 2024 2025

技術協力

本邦研修

【協力期間】 2020年4月から2025年3月

※当初予定2023年3月から延長

【協力相手先機関】 タジキスタン航空管制公社（TAN）

【受注者】 （一財）航空交通管制協会、

  パシフィックコンサルタンツ（株）

◇
2月



【背景】

2013 年の航空旅客数 468万人、航空機離着陸回数 

9.3万回から、2018年にはそれぞれ、719 万人、12.9 

万回へと大幅に増加。新型コロナウイルス感染症の影

響により落ち込んだが、2023年に はコロナ以前の水

準を回復し、その後も経済成長に伴う増加が見込まれ

ている。

このような中、トリブバン国際空港（TIA）では繁

忙時に滑走路処理能力が不足し、着陸機の上空待機や

出発機の地上待機が常態化。また、国内線のハブ空港

である TIA の混雑が、地方空港における航空機の出

発・到着遅延の主な原因となっている。

上記課題解決のため、ATFM/A-CDM の導入、カトマ

ンズ管制区の空域運用効率化及びTIAの運用効率化の

ための航空保安システムの導入に必要なネパール民間

航空庁能力向上に係る支援について我が国に要請あり。

ネパール国JICA技術協力プロジェクト

目標

ネパール国トリブバン国際空港における飛行処理能力強化のための航空管制業務改善プロジェクト

トリブバン国際空港における処理能力を向上させ

るため、以下の技術協力を実施する。

① ATFM/ A-CDMの導入に係る能力の向上

② カトマンズ管制区の空域運用効率化に係る能力の向上

③ GBAS/ MLAT導入に係る能力の向上

【協力期間】 2023年3月～2026年3月

【協力相手先機関】 ネパール民間航空公社（CAAN）

【長期専門家】 1名（航空局より管制技術官派遣）

【受注者】 一般財団法人航空保安無線システム協会、

日本工営株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社

2023 2024 2025

長期派遣

短期派遣

本邦研修

専門家１名を派遣（2023.3～2026.3）

専門家２名を派遣（６月中旬（１週間）、管制・管技）

◇ ◇
12月

◇

◇
（MLAT）（GBAS）（ATFM/A-CDM/GBAS）

6月 9月



モザンビーク国JICA技術協力プロジェクト

2025 2026 2027 2028

技術協力プロ
ジェクト 長期専門家（JCABより）

(※) Aeroportos de MOCAMBIQUE

☆
詳細策定調査

目標

モザンビーク国JICA技術協力（仮）航空交通サービス能力向上プロジェクト

航空管制業務に係る能力を向上させるため、以下

の技術協力を実施する。

① マプト国際空港及びベイラ国際空港における航空管制

サービスを提供するために必要な能力

② マプト国際空港及びベイラ国際空港における航空管制機

材の維持管理に必要な能力

【協力期間】 2026年1月頃から約3年間の予定
【協力相手先機関】 モザンビーク空港公社（ADM※）
【長期専門家】 1名（航空局より派遣予定）
・業務調整として各訓練や会議、本邦研修、

短期専門家受け入れの調整等、全活動の支援
【短期専門家】 コンサルや航空局からの派遣
・通信、航法、監視、航空管制等

＋ 本邦研修や短期専門家派遣によるプロジェクト支援

【背景】

モザンビークと南アフリカ、中東、南アジアとの間を

飛行する航空機の数は、新型コロナウイルス収束後、

感染拡大前の基準まで回復した。今後、さらなる増加

に対し、新たな航路の設定や空域の活用が検討され

ており、航空管制サービスの効率と品質の改善が求

められている。

他方で、モザンビークの航空管制官は退職年齢に

近い世代と採用から10年程度までの世代に大きく二

分され、前者は、今後数年以内に退職を迎え、その

入れ替わりとして採用される管制官の育成が喫緊の

課題である。また、無償資金協力で供与される機材

及び既存機材のより適切な運用・維持管理が求めら

れている。

上記を踏まえ、航空管制官の育成、管制機材のよ

り適切な運用・維持管理のための技術協力として「航

空交通サービス能力向上プロジェクト」がモザンビー

ク政府から日本政府に要請された。



Ⅰ 航空需要の増大と管制取扱量の増大

Ⅲ 将来の航空交通システムに関する長期ビジョン

Ⅱ 空域再編後のレビュー

Ⅳ 次世代航空モビリティ

Ⅵ 羽田空港航空機衝突事故を踏まえた安全・安心対策

Ⅴ 管制分野における海外協力



（１）航空局の対応

事故直後に対策本部設置
令和6年1月9日、航空の安全・安心確保に向けた緊急対策を公表

12日、有識者及び関係団体から構成される
「羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会」を設置

6月24日、「羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会」が
中間取りまとめを公表

以降、中間取りまとめで提言された対策を順次実施
12月26日、第8回羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会を開催

※運輸安全委員会の経過報告に照らして、中間取りまとめの内容が適切・妥当である旨を確認

令和7年6月6日、「航空法等の一部を改正する法律」を公布
※滑走路誤進入防止、パイロットのヒューマンエラーの未然防止等の航空の安全の確保に関する事項等を措置

３．調査及び捜査の状況等
令和6年1月2日より、運輸安全委員会の調査、警視庁の捜査開始

12月25日、運輸安全委員会は、事故調査の経過報告を公表

A・B・D滑走路は事故同日の21時29分に運用再開
C滑走路は令和6年1月8日0時00分に運用再開
同年1月2日から9日までに欠航1491便、影響旅客数約26万人

２．滑走路の運用状況・旅客への影響

１．事故概要

令和6年1月2日17:47頃、日本航空JAL516便（新千歳発羽田行き）が海上保安庁所属JA722A（被災地への支援物資輸送準備中）とC滑走路で衝突
日本航空 JAL516便（エアバス式A350-900）

乗員12名 乗客367名（うち幼児8名）
総計379名 【全員生存（負傷等17名※）】

海上保安庁所属 JA722A（ボンバルディア式DHC8-300）
乗員6名 【1名生存、5名死亡】

※肋骨骨折（ひび）など1名、脛骨骨挫傷1名、捻挫１名、打撲1名、
頸椎捻挫と右肩打撲傷 1名、体調不良によるクリニック受診12名

＜日本航空機と海上保安庁機の衝突の概況＞

４．国土交通省の対応

JAL機
停止位置 衝突位置

海保機

JAL機

位置図

羽田空港航空機衝突
事故対策検討委員会

滑走路状態表示灯(RWSL)の
工事開始(羽田空港 R6.10.1～)

滑走路占有監視支援機能に注意喚起音
を追加(R6.10.31～)

＜航空の安全・安心確保に向けた取組＞

（２）海上保安庁の対応
事故直後に海上保安庁及び第三管区海上保安本部に対策本部を設置
令和6年1月 2日、全管区海上保安本部あて、航空機の安全運航の徹底を指示

5日、全管区海上保安本部等あて、船艇・航空機の緊急安全対策の実施を指示
              31日、全管区海上保安本部等あて、具体的な安全対策の実施を指示

7月23日、全管区海上保安本部等あて、羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会中間取りまとめ等を踏まえた安全対策の実施を指示
令和7年1月16日、全管区海上保安本部等あて、安全対策の継続実施を指示

羽田空港航空機衝突事故について



羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会 中間取りまとめの概要

（１）管制官に対する注意喚起システム（滑走路占有監視支援機能）のアラート機能を強化

２．滑走路誤進入に係る注意喚起システムの強化

１．管制交信に係るヒューマンエラーの防止

（１）管制交信に係るヒューマンエラー防止のため、自家用含む全てのパイロットに対して、パイ
ロット間のコミュニケーション等（CRM：Crew Resource Management）に係る初期・定期訓練
を義務化

５．技術革新の推進

（１）国において、総合的な滑走路安全行動計画（Runway Safety Action Plan）を策定
（２）主要空港において滑走路安全チーム（Runway Safety Team）を設置
（３）グラハン事業者を含め滑走路の安全に係る監督体制を強化

管制側・機体側におけるデジタル技術等の更なる活用に向けた調査・研究
 ※ 機体側の新たな技術等に対応して、パイロットに適切に訓練を実施させることを制度化

滑走路安全行動計画（Runway Safety Action Plan）

航空当局 空港管理者 管制機関 航空事業者

滑走路安全チーム（Runway Safety Team）
主要空港

国

監督
具体化 具体化 具体化

グラハン事業者等

４．滑走路の安全に係る推進体制の強化

Go around!

（着陸復行）

RWSLの機能

②△△で待機

・滑走路に進入した機体を検知
・コクピットのディスプレイに表示、
 音声で警報

米国等で開発中の滑走路誤進入検知システム（SURF-A）のイメージ

到着機

出発機

復行の指示

（３）滑走路進入車両に対して位置情報等送信機の搭載を義務化

（２）管制指示と独立して機能する滑走路状態表示灯（RWSL：RunWay Status Lights）を主要
空港の対象滑走路に導入

※ 主要空港：新千歳、成田、羽田、中部、伊丹、関西、福岡、那覇空港

滑走路占有監視支援機能の強化

3
4 R

RWY
DEP001
B737

RWY
ARV001
B737

警報音
警報表示

3
4 R

RWY
DEP001
B737

RWY
ARV001
B737

注意喚起音

注意喚起表示

消灯時 点灯時
出発機

出発機
出発機

（２）パイロットに対して外部監視、管制指示の復唱等の基本動作を改めて徹底
（３）離陸順序に関する情報提供（No.1、No.2等）について、情報提供を行う際の留意事項を管

制官とパイロットに周知徹底の上、停止を解除
（４）管制交信に関する管制官とパイロット等の意見交換、教材を用いた研修・訓練等を実施

①○○で待機

④再度確認しよう

⑤○○で待機

⑥○○で
待機だね！

⑦○○で
待機ですね！

（２）管制官の疲労を業務の困難性や複雑性に応じて把握・管理する運用を導入
（３）管制官の職場環境を改善、ストレスケア体制を拡充

滑走路
誤進入発生

消灯
（進入可）

点灯
（停止）

再確認

コクピットにおけるパイロット間の相互確認

③○○で待機
ではないのか

第２ステップ

総合的・計画的な推進体制

（４）国際的な連携の強化（ICAO等）

第１ステップ

①① ② ① ②

②

①

②

常時レーダー監視
人員の配置解除

空港管理者 管制機関 航空事業者 グラハン事業者等

具体化

現状

注意喚起表示に
注意喚起音を追加

切迫した事態に発動する警報表示・警報音を追加

空域担当

飛行場面担当

離着陸調整担当
（新規）

滑走路担当

①出発機があるので、
車両と到着機を

待機させてください

DEP001，Cleared
for take off

業務分担の見直し

待機

空域担当

飛行場面担当

③到着機を空中
待機させます

②車両を待機
させます

現状

滑走路担当到着機を進入
させますか？

車両を待機
させますか？

DEP001，
Hold short of 

runway

どのタイミングで
離陸させよう？

出発機の離陸
可能を確認！

３．管制業務の実施体制の強化

（１）管制官の人的体制の強化・拡充



中間取りまとめで提言された対策の進捗状況

対策事項 進捗状況 

１．管制交信に係るヒューマンエラーの防止 

（１）管制交信に係るヒューマンエラー防止のため、自家用含む全てのパイロットに対して、パイロット間のコミ

ュニケーション等（CRM：Crew Resource Management）に係る初期・定期訓練を義務化 

第 217 回国会で成立した航空法等の一部を改正する法律において義務化 

（２）パイロットに対して外部監視、管制指示の復唱等の基本動作を改めて徹底 令和６年７月２４日 基本動作の徹底について周知済み 

（３）離陸順序に関する情報提供（No.1、No.2 等）について、情報提供を行う際の留意事項を管制官とパイロッ

トに周知徹底の上、停止を解除 

令和６年８月８日 情報提供再開済み 

（４）管制交信に関する管制官とパイロット等の意見交換、教材を用いた研修・訓練等を実施 令和６年度 羽田空港（１２月２０日）、福岡空港（２月５日）、東北ブロック（３月１４日）において開催 

令和７年度～ 中部空港（７月１８日）、関西・伊丹・高松・高知・岡山空港（９月２６日）、 

那覇・石垣・宮古空港（１０月３０日実施予定）、その他の空港等においても順次開催予定 

２．滑走路誤進入に係る注意喚起システムの強化 

（１）管制官に対する注意喚起システム（滑走路占有監視支援機能）のアラート機能を強化 
【第１ステップ】令和６年１０月３１日 注意喚起音追加 （常時レーダー監視員の配置解除） 

【第１ステップ】注意喚起表示に注意喚起音を追加 

【第２ステップ】切迫した事態に発動する警報表示・警報音を追加 【第２ステップ】令和６年度 システム改修関連作業着手済み（令和６年度補正予算） 

令和７年度中 空港ごとに詳細調整等を行った上で運用開始予定 

（２）管制指示と独立して機能する滑走路状態表示灯（RWSL：RunWay Status Lights）を主要空港の対象滑走

路に導入 

※ 主要空港：新千歳、成田、羽田、中部、伊丹、関西、福岡、那覇空港 

令和６年１０月１日 工事着手（羽田 C 滑走路の一部） 

令和７年度～ その他の空港・滑走路についても順次着手予定（令和６年度補正予算・令和７年度予算） 

令和９年度末～ 供用開始予定（羽田 C 滑走路の一部）、その他の空港・滑走路についても順次供用開始予定 

（３）滑走路進入車両に対して位置情報等送信機の搭載を義務化 令和６年度 航空局で位置情報等送信機の調達に着手（令和６年度補正予算） 

令和７年度中 主要空港の関係車両へ順次搭載予定 

令和７年度末 第 217 回国会で成立した航空法等の一部を改正する法律を受けて義務化 

３．管制業務の実施体制の強化 

（１）管制官の人的体制の強化・拡充 令和６年８月１日 監視体制強化として１４名を配置済み（羽田（６名）、成田（２名）、関西（２名）、福岡（２名）、那覇（２名）） 

令和６年１２月１日 航空保安大学校における採用枠を拡大（２８名→４０名） 

令和７年４月１日  「離着陸調整担当」を新設（５２名）（令和７年度定員） 

（２）管制官の疲労を業務の困難性や複雑性に応じて把握・管理する運用を導入 令和６年度 「航空管制官の疲労管理の高度化に関する有識者検討会」を開催（１月２０日、２月２１日、３月１９日） 

令和７～８年度 システム構築予定（令和７年度予算） 

令和８年度中 運用開始予定 

（３）管制官の職場環境を改善、ストレスケア体制を拡充 令和６年度 ストレスマネジメントセミナーを開催（福岡空港（２月１３日）、関西空港（２月２６日）、那覇空港（３月１３日）、羽田空港（３月２６日）） 

令和７年度～ その他の空港等においても順次開催予定 

４．滑走路の安全に係る推進体制の強化 

（１）国において総合的な滑走路安全行動計画（Runway Safety Action Plan）を策定 第 217 回国会で成立した航空法等の一部を改正する法律を受けて策定 

（２）主要空港において滑走路安全チーム（Runway Safety Team）を設置 令和６年９月 主要空港において RST を設置済み 

第 217 回国会で成立した航空法等の一部を改正する法律を受けて主要空港への設置を義務化 

（３）グラハン事業者を含め滑走路の安全に係る監督体制を強化 第 217 回国会で成立した航空法等の一部を改正する法律を受けて措置 

（４）国際的な連携の強化（ICAO 等） 国際会議（ICAO 等）の場で、羽田事故に関する情報提供や滑走路上の安全確保に係る知見共有を実施中 

諸外国の滑走路上の安全確保に係る対応について情報収集を実施中 

５．技術革新の推進 

管制側・機体側におけるデジタル技術等の更なる活用に向けた調査・研究 令和 7 年度～ 調査・研究を開始、産学官で連携し、調査・研究を推進 

 
：対応済み事項 
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